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ＩＰ通信網サービス契約約款 共通編 2020年6⽉11⽇現在 

〜2020年6⽉10⽇ 2020年6⽉11⽇〜 
 

（令和２年５⽉１⽇現在） 

▲ＩＰ通信網サービス契約約款 共通編 

（令和２年６⽉11⽇現在） 

▲ＩＰ通信網サービス契約約款 共通編 
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⽬次（略） 

第１条〜第３条（略） 

 
（⽤語の定義） 
第４条 この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。 

⽤  語 ⽤   語   の   意   味 

１〜３（略） （略） 

４ ＩＰ通信網サ
ービス 

ＩＰ通信網を使⽤して⾏う電気通信サービスであっ
て、別冊に定める第２種オープンコンピュータ通信網
サービス、第４種オープンコンピュータ通信網サービ
ス、第６種オープンコンピュータ通信網サービス、第
７種オープンコンピュータ通信網サービス、第５種ホ
スティングサービス、第６種ホスティングサービス、
第８種ホスティングサービス、第１種データ着信サー
ビス、第２種データ着信サービス、データ発信サービ
ス、第３種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス、第４種
シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス、第６種シェアード
ＩＰ－ＰＢＸサービス、第１種ドットフォンサービ
ス、第２種ドットフォンサービス、第３種ドットフォ
ンサービス、スマートＰＢＸサービス、NTT Comひ
かり電話サービス、インターネットＧＷサービス及び
ＩＳＰプラットフォームサービス 

５（略） （略） 

６ ＩＰ通信網契
約 

当社からＩＰ通信網サービスの提供を受けるための
契約であって、別冊に定める第２種契約、第４種契約、
第６種契約、第７種契約、第５種ホスティング契約、
第６種ホスティング契約、第８種ホスティング契約、
第１種データ着信契約、第２種データ着信契約、デー
タ発信契約、第３種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約、第
４種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約、第６種シェアード
ＩＰ－ＰＢＸ契約、第１種ドットフォン契約、第２種
ドットフォン契約、第３種ドットフォン契約、スマー

⽬次（略） 

第１条〜第３条（略） 

 
（⽤語の定義） 
第４条 この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。 

⽤  語 ⽤   語   の   意   味 

１〜３（略） （略） 

４ ＩＰ通信網サ
ービス 

ＩＰ通信網を使⽤して⾏う電気通信サービスであっ
て、別冊に定める第２種オープンコンピュータ通信網
サービス、第４種オープンコンピュータ通信網サービ
ス、第６種オープンコンピュータ通信網サービス、第
７種オープンコンピュータ通信網サービス、第５種ホ
スティングサービス、第６種ホスティングサービス、
第８種ホスティングサービス、第１種データ着信サー
ビス、第２種データ着信サービス、データ発信サービ
ス、第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス、第１種
ドットフォンサービス、第２種ドットフォンサービ
ス、第３種ドットフォンサービス、スマートＰＢＸサ
ービス、NTT Comひかり電話サービス、インターネ
ットＧＷサービス及びＩＳＰプラットフォームサー
ビス 
 

５（略） （略） 

６ ＩＰ通信網契
約 

当社からＩＰ通信網サービスの提供を受けるための
契約であって、別冊に定める第２種契約、第４種契約、
第６種契約、第７種契約、第５種ホスティング契約、
第６種ホスティング契約、第８種ホスティング契約、
第１種データ着信契約、第２種データ着信契約、デー
タ発信契約、第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約、第
１種ドットフォン契約、第２種ドットフォン契約、第
３種ドットフォン契約、スマートＰＢＸ契約、NTT 
Comひかり電話契約、インターネットＧＷ契約及びＩ
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トＰＢＸ契約、NTT Comひかり電話契約、インター
ネットＧＷ契約及びＩＳＰプラットフォーム契約 

７ ＩＰ通信網契
約者 

当社とＩＰ通信網契約を締結している者であって、別
冊に定める第２種契約者、第４種契約者、第６種契約
者、第７種契約者、第５種ホスティング契約者、第６
種ホスティング契約者、第８種ホスティング契約者、
第１種データ着信契約者、第２種データ着信契約者、
データ発信契約者、第３種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契
約者、第４種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者、第６種
シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者、第１種ドットフォン
契約者、第２種ドットフォン契約者、第３種ドットフ
ォン契約者、スマートＰＢＸ契約者、NTT Comひか
り電話契約者、インターネットＧＷ契約者及びＩＳＰ
プラットフォーム契約者  

８〜27（略） （略） 

28  モバイルア
クセス利⽤回線 

別記17の（4）のカの(ア)に掲げる契約に基づいて設
置される電気通信設備（当社が必要に応じ設置するも
のを含みます。）であって第３種シェアードＩＰ－Ｐ
ＢＸ契約に係るもの 

29 他社モバイ
ルアクセス利⽤
回線 

別記17の（4）のカの(イ)に掲げる契約に基づいて設
置される電気通信設備（当社が必要に応じ設置するも
のを含みます。）であって第３種シェアードＩＰ－Ｐ
ＢＸ契約に係るもの 

30〜49（略） （略） 

 

第５条〜第 34 条の２（略） 

ＳＰプラットフォーム契約 
 

７ ＩＰ通信網契
約者 

当社とＩＰ通信網契約を締結している者であって、別
冊に定める第２種契約者、第４種契約者、第６種契約
者、第７種契約者、第５種ホスティング契約者、第６
種ホスティング契約者、第８種ホスティング契約者、
第１種データ着信契約者、第２種データ着信契約者、
データ発信契約者、第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契
約者、第１種ドットフォン契約者、第２種ドットフォ
ン契約者、第３種ドットフォン契約者、スマートＰＢ
Ｘ契約者、NTT Comひかり電話契約者、インターネ
ットＧＷ契約者及びＩＳＰプラットフォーム契約者 
 
 

８〜27（略） （略） 

28 削除 削除 
  

29 削除 削除 

30〜49（略） （略） 

 

第５条〜第34条の２（略） 
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（債権の譲渡） 

第34条の３ 当社が別に定める場合に該当しないとき、⼜はＩＰ通信網契約者（第２種

契約者に限ります。）から申出（当社が別に定める場合を除きます。）があったときは、

ＩＰ通信網契約者は、この約款の規定により⽀払いを要することとなったＩＰ通信網サ

ービス（当社が別に定めるものに限ります。）の料⾦その他の債務（第34条の２（債権

の譲受）の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を⽀払う義務を含みます。）に係

る債権（当社が請求するものに限ります。）を、当社が別に定める事業者（以下「請求事

業者」といいます。）に対し譲渡することを承認していただきます。この場合において、

当社及び請求事業者は、ＩＰ通信網契約者への個別の通知⼜は譲渡承認の請求を省略す

るものとします。 

（注１）（略） 

（注２）本条に規定する当社が別に定めるＩＰ通信網サービスは、第２種オープンコン

ピュータ通信網サービス（次条に該当するものを除きます。）、第１種ドットフォンサー

ビス（タイプ２を除きます。）及び第２種ドットフォンサービス（タイプ２を除きます。）

とします。 

（注３）（略） 

（債権の譲渡） 

第34条の３ 当社が別に定める場合に該当しないとき、⼜はＩＰ通信網契約者（第２種契

約者に限ります。）から申出（当社が別に定める場合を除きます。）があったときは、Ｉ

Ｐ通信網契約者は、この約款の規定により⽀払いを要することとなったＩＰ通信網サービ

ス（当社が別に定めるものに限ります。）の料⾦その他の債務（第34条の２（債権の譲受）

の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を⽀払う義務を含みます。）に係る債権（当

社が請求するものに限ります。）を、当社が別に定める事業者（以下「請求事業者」とい

います。）に対し譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請

求事業者は、ＩＰ通信網契約者への個別の通知⼜は譲渡承認の請求を省略するものとしま

す。 

（注１）（略） 

（注２）本条に規定する当社が別に定めるＩＰ通信網サービスは、第２種オープンコンピ

ュータ通信網サービス（次条に該当するものを除きます。）、第１種ドットフォンサービ

ス及び第２種ドットフォンサービス（タイプ２を除きます。）とします。 

 

（注３）（略） 

第34条の４〜第52条（略） 第 34 条の４〜第 52 条（略） 

別記 

１〜16（略） 

別記 

１〜16（略） 
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17 ＩＰ通信網サービスの提供に係る当社若しくは特定協定事業者⼜は契約事業者の電気通信サー

ビスの契約等 

（1）〜（3） （略） 

（4）その他 

 ア〜ウ （略） 

 エ データ利⽤回線（別冊に定めるものをいいます。）に係るもの（電話等契約） 

 （ア）（略） 

 （イ）ＰＨＳ等契約 

Ａ 当社に係るもの 

契約の種別等 契約約款の名称 

モバイルアクセス契約（カテゴリーＰに
係るものに限ります。） 

モバイルアクセスサービス契
約約款 

Ｂ Ａ以外のもの  

（略） 

 （ウ）（略） 

 オ（略） 

17 ＩＰ通信網サービスの提供に係る当社若しくは特定協定事業者⼜は契約事業者の電気通信サー

ビスの契約等 

（1）〜（3） （略） 

（4）その他 

 ア〜ウ （略） 

 エ データ利⽤回線（別冊に定めるものをいいます。）に係るもの（電話等契約） 

 （ア）（略） 

 （イ）ＰＨＳ等契約 

Ａ 削除 

 

 

Ｂ 当社に係るもの以外のもの  

（略） 

 （ウ）（略） 

 オ（略） 

カ モバイルアクセス利⽤回線に係るもの 

（ア）当社に係るもの 

カ 削除 
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契約の種別等 契約約款の名称 

モバイルアクセス契約（カテ

ゴリーＰに係るものに限りま

す。） 

モバイルアクセスサービス契約約款 

 
（イ）他社モバイルアクセス利⽤回線に係るもの 

 
事業者の名称 契約の種別等 契約約款の名称 

ソフトバンク株式会社 ウィルコム通信契約 ウィルコム通信サ

ービス契約約款 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ〜ケ（略） 

18（略） 

キ〜ケ（略） 

18（略） 

 附 則（令和２年６⽉３⽇  ＡＰＳ１サ第 00655705 号） 

（実施期⽇） 

１ この改正規定は、令和２年６⽉ 11 ⽇から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に⽀払い⼜は⽀払わなければならなかった電気通信サービスの料⾦そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が⽣じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いにつ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

 


